
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和３年７月１７日 ０１時００分ごろ 

発生場所 島根県松江市地蔵
じ ぞ う

埼北西方沖 

美保関
み ほ のせ き

灯台から真方位３２３°１海里付近 

 （概位 北緯３５°３４.８′ 東経１３３°１８.８′） 

インシデントの概要 プレジャーボート第二光洋
こうよう

丸は、南東進中、定置網のロープがプロ

ペラ軸に絡み、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年９月２７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第二光洋丸、４.９トン 

 ＴＴ３－８００４（漁船登録番号）、個人所有 

 第２７２－１６３７３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約１.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、松江市黒
くろ

島北方沖で釣りを終えて

帰港することとし、約３０km/h の対地速力で、美保関灯台の灯光を見

ながら地蔵埼と松江市地
じ

ノ御前
ご ぜ ん

島沖の間に向けて南東進中、船体に振

動を生じて停止した。 

 船長は、船体を確認したところ、地蔵埼北西沖に設置された定置網

（以下「本件網」という。）に進入し、本件網の固定ロープがプロペ

ラ軸に絡んで運航不能となったことに気付いた。 

船長は、海上保安庁に本インシデントの発生を通報した。 

本船は、本件網所有者が手配した船により、プロペラ軸に絡んだロ

ープを取り除いた後、自力で帰港した。 

船長は、これまでに本件網沖を何度も航行したことがあり、本件網

に点滅灯があることも知っていた。 

船長は、ＧＰＳプロッターの画面に本件網の位置を表示していた

が、本船の針路を地蔵埼と地ノ御前島沖の間に向けることに注意し、

本件網の存在を失念していたと本事故後に思った。 

分析  

 

本船は、南東進中、船長が、本船の針路を地蔵埼と地ノ御前島沖の

間に向けることに注意して航行を続けたことから、本件網の存在を失

念し、本件網に進入し、本件網のロープがプロペラ軸に絡み、運航不

能となったものと考えられる。 



 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、南東進中、船長が、本船の針路

を地蔵埼と地ノ御前島沖の間に向けることに注意して航行を続けたた

め、本件網の存在を失念し、本件網に進入し、本件網のロープがプロ

ペラ軸に絡まったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、特定の方向のみを注視せずに、ＧＰＳプロッタ

ーを活用するなどして、適切に周囲の見張りを行い、特に、定置

網については、その位置を確認し、距離を離して航行すること。 

 


